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神奈川労働局の「解体工事に係る安全衛生確保について(要請)」について 

 

平素、当協会の事業活動につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、会員事業場の皆様におかれては、日頃から労働災害防止の取組にご尽力いただいていると

ころですが、令和７ 年の神奈川県内における死亡労働災害は43 人となり令和６ 年の35 人を大

幅に上回り、このままでは14 次防神奈川計画の目標に掲げる死亡災害発生件数の達成が困難

な状況となっている中、本年４ 月７ 日に川崎市内においてクレーン解体作業中に死亡者３ 名を含

む重大災害が発生したところです。 

今般、これを受けて、同種労働災害のみならず、広く建築物又は工作物の解体等の作業を防

止するため、神奈川労働局・ から、建設業界の関係団体に対し総点検の要請がなされたことに加

え、当協会を始め、神奈川県下における解体工事の発注者となり得る会員事業場で構成する労

働災害防止団体に対して要請（ 別添） が行われました。 

会員事業場の皆様におかれましては、これらの内容をご確認いただくとともに、解体工事を発注す

る場合、発注者が示す施工条件（ 請負金額や工期等を含む。） が、労働災害の発生に大きな

影響を及ぼすことを踏まえ、下記の事項にご留意いただくようお願い申し上げます。 

 

記 

 

留意項目 

 

1 .  解体対象物に係る設計図書のみならず、増改築履歴、設備の重量・構造、残存物等の作

業の安全確保に必要な情報を施工業者に適切に提供すること。 

2 .  無理な工期設定や過密な作業工程とならないよう、施工条件について十分配慮すること。 

3 .  解体作業の特性を踏まえ、必要な安全経費を適切に見込むこと。 

4 .  施工業者の安全管理体制及び技術力を十分確認の上、適切な施工体制の確保に配慮す

ること。 

5 .  解体計画の策定に当たり、施工業者と十分協議を行い、安全確保に必要な措置が講じられ

るよう配慮すること。 

 

以上 














